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制 度 名 
地方スポーツ振興費補助金（中学校におけ

る部活動指導員の配置支援事業） 

主管課名 
保健体育課・学校

体育 G 

問合せ先 029-301-5353 

目的・趣旨 部活動指導員を中学校に配置し、部活動運営体制の適正化を図る。 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

〔対象事業〕 

 中学校における部活動指導員の配置支援事業 

 

〔補助要件等〕 

 (1)実施主体が市町村であること。 

 (2)適切な活動時間や休養日の設定など、茨城県部活動の運営方針の趣旨に則り、部活動

運営体制の適正化を図るとともに、顧問教員の業務に係る負担軽減の状況を適切に把

握していること。 

 

〔対象経費〕 

 部活動指導員の報酬、交通費 

 

 

〔補助限度額等〕 

 報 酬：1時間あたりの報酬単価 1,600 円 

     1,600 円×210 時間×216 人＝72,576,000 円 

     （週 6時間勤務×年間 35 週＝210 時間） 

     72,576,000 円/３×２＝48,384,000 円 

 交通費：1日あたりの旅費単価 800 円 

     800 円×105 回×216 人＝18,144,000 円 

     18,114,000 円/３×２＝12,096,000 円 

 補助額：48,384,000 円＋12,096,000 円＝60,480,000 円 

 

〔経費負担割合〕 

 補助割合：国 1/3、都道府県 1/3、市町村 1/3 

区   分 国 県 市町村 その他 

運動部活動における部活動指導員の配置 1/3 1/3 1/3 

 

〔令和８年度当初予算額〕 

 60,480 千円（国・県負担） 

〔令和８年度補助対象団体〕 

令和８年４月頃内定予定 

［備考］ 

 

 


